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聞き取り調査で浮かび上がった多様なケアラー像聞き取り調査で浮かび上がった多様なケアラー像
東京・生活者ネットワークは、当初は「家族介護者

支援」としていた言葉を「ケアラー支援」に置き換え、
政策提案を続けています。市民へも徐々に「ケアラー」
の言葉が徐々に浸透していくなか、これまで以上に地域
でのケアラーやヤングケアラー・若者ケアラーの顔が見
えるようになり、「ケアを社会全体で支える」必要性を
痛感しています。
2020 年には、これまでの地域や議会での活動をもと

に、あらためて聞き取り調査を行い政策提案につなげる
ために「ケアラー支援　政策提案に向けての調査プロ
ジェクト」を立ち上げました。
折しも、新型コロナ感染症の流行と重なりましたが、

「この時期だからこそケアラーの話を聞こう」というこ
とで、感染対策を充分に行いながら、13 の地域ネット
から 21 人のメンバーが 23 人のケアラーの事例を、時
間をかけてじっくりとインタビューしました。
ケアラーと言ってもその状況は実にさまざまでした。

親の介護、配偶者間での老々介護、障がいのある子ども
のケア、難病や若年性認知症の介護、男性介護、ヤング
ケアラー、若者ケアラー…。多重介護やダブルケアをし
ている人も多く、一人ひとりに対応できるきめ細かな支
援の必要性がうかがわれました。
「家族だけでケアを抱えないで」のメッセージが必要「家族だけでケアを抱えないで」のメッセージが必要
介護や介助などのケアをするようになった経緯をき

くなかで、「家族だからあたりまえ」という言葉が多く
聞かれました。しかし、そのために、自身の睡眠時間を
削って家事やほかの家族の世話、仕事の時間をつくって
いる例も少なくなく、「ケアの社会化」を施策としてだ
けでなく意識としても浸透させる必要を感じました。
また、仕事との両立においては、「介護のために転職

した」「元の仕事をやめた後はアルバイトを転々とした」
「介護でフルタイムに就けなかった」「フリーランスなの

で経済的影響が大きい」といった介護と仕事の問題に関
する声が 20 ～ 50 代のケアラーから聞かれました。高
齢化が進むなか、現役世代が働きながら介護をしていく
ためにも介護休暇制度を使いやすいものに変えていく
ことも含め、ケアラー支援は必須です。
見えにくいヤングケアラー・若者ケアラーの負担見えにくいヤングケアラー・若者ケアラーの負担
インタビューでは、学校での対応の不充分さ、若者ケアラー

の仕事との両立・結婚や出産との関係・ケアが終了した後の
生活や人生設計のあり方、などいくつもの課題が見えてきま
した。
国はヤングケアラーについて言及し始めていますが、付け

焼刃の対策だけでなく、学校のあり方や働き方改革、再チャ
レンジなど子どもや若者が｢自己責任 ｣でなく生きていける
社会のあり方を提示していくことが必要ではないでしょうか。
地域の居場所や社会参加はケアラー支援の大事な社会地域の居場所や社会参加はケアラー支援の大事な社会
資源資源
調査では、ケアについて気軽に話せる地域での居場所

があることや、ケアラー自身の社会参加の場があることが
生活の満足感を高めていることもわかりました。生活クラ
ブ運動グループがすすめてきた支えあいのまちづくり・ひと
づくりはインフォーマルな形での大きなケアラー支援です。

このプロジェクト調査内容は、

2022 年 3月中に報告集発行と

報告会で発表していく予定です。

～ケアラーが暮らしやすい地域づくり社会づくりを～～ケアラーが暮らしやすい地域づくり社会づくりを～
聞き取り調査プロジェクトから聞き取り調査プロジェクトから　

　　ひと・まち社理事　日向美砂子（東京・生活者ネットワーク事務局）ひと・まち社理事　日向美砂子（東京・生活者ネットワーク事務局）



2 3

１　はじめに 

私は東京都の児童相談所の一時保護所の第三者委員に
任命され、現在４年度目の任期中である。なお、第三者委
員の制度は私を含めた４人の弁護士が初期メンバーとして
任命されたため、私の任期期間がそのままこの制度の発足
からの期間ということになる。つまり、まだ発足してさほど
の年月は経っていないということになる。そしてこの４年間
で変化のあったこと、変化のなかったところと様々である。
２　任命初年度
私が第三者委員に任命された当時の一時保護所の印象

を一言で言うとすると「閉塞感」という言葉が当てはまると
思う。子どもたちは色々な事情があって保護所に入所してく
るのであり、その名目は「保護」であるが、現実的には親
族との関係を絶ち、地域との関係も断絶されているのであ
るから、子どもたちが感じる閉塞感はかなりのものである。
それと同時に、保護所のハード面での問題として「建物」
それ自体にも閉塞感を感じた。子どもだけではなく、そこ
で仕事をする保護所の職員の方 も々閉塞感を感じていたの
ではないかと思う。
そんな中で、私たち第三者委員は保護所内の子どもたち

の人権擁護のため、第三者の立場から子どもたちの人権が
保護所内で確保されているかを監督し、助言をする立場に
ある。
まず前提として、一か所に留まることを強要すること自

体が人権侵害だと言ってしまえばそれまでであるため、そ
の中でどれだけの人権擁護を成すかが問題となっていた。
細かなところから言えば、ご飯をおかわりの制限、保護

所内での日常会話の制限、職員らからの叱責等の問題、
長期間・過剰収容、と問題は多岐に亘っていた。
３　現在 
第三者委員制度が導入されてから４年、保護所内の環

境はかなり改善の方向に向かっていると思う。これも保護
所内を良くしようとする所長を始めとした保護所の職員の
皆様の努力の賜物と思っている。また、臆せず意見を出し
てくれた入所児童たちが勝ち取ったものとも評価できるか
もしれない。

私が関わってから、子どもたちか
ら挙がってくる声は年々変化があり、
当初は保護所内の問題について率直
な意見を述べ、私も聞きながら「そ
んな状態なの？」と思わず聞き返して
しまうようなことがあったが、そういっ
たものも段 と々減り、現在は保護所
に入所している児童間でのちょっとしたトラブルの相談など
が増えてきた。つまり、保護所自体に対して不満を持って
いる児童は減っている印象である。もちろん、自宅に帰り
たいという児童が大多数であり、自分が入所していること
に納得している児童の数は少ないため、根本には退所を求
める意思が心にあるため、保護所での生活を全面的に受け
入れているというわけではない。
４　今後の課題と地域としての関わり方
児童相談所一時保護所において、私がこの４年間見て

きて最も根深く、またもっとも解決困難と思われるのが「過
剰収容」である。どの保護所においても収容率１００％超
えは当たり前、むしろ１００％を切ることは年に数回あるか
ないかの珍しい事態である。これが常態化していることが
まず異常と考えるべきことである。過剰収容がもたらす問
題は数多く、入所児童の数が増えれば児童間のトラブルは
当然に増える、また児童に対応する職員数に限りがあるた
め手が回らないという現象が発生する結果として「管理」
の側面が強くなり、入所児童の自由を過剰に制限していく
ことが安易になされかねない。
では、この過剰収容はなぜ発生するのか、入所すべき

保護の必要性の高い児童の増加と、いざ入所した児童が
退所する場所がなく長期間に亘る入所を余儀なくされてい
るのが原因である。
保護所内における全ての問題の根本にあるのがこの「過

剰収容」と言っても過言ではないと言えるくらいの状況で
ある。
この根本的な問題を解決するためにはどうしたらいいの

か、その解決は容易ではない。
なぜならば、保護の必要性がある児童は一向に減らな

いからである。

一時保護所における現状と課題一時保護所における現状と課題
東京都児童相談所　第三者委員　弁護士　古谷健太東京都児童相談所　第三者委員　弁護士　古谷健太

ひと・まち社の「子どもの自立と支援に関する聞き取り調査」では、児童相談所退所者への支援や一時保護所入所者の権利擁
護について課題があることが分かった。一時保護所については2019年3月に第三者委員から子どもの管理に重点が置かれてい
るとの意見が出され、都は2020年3月には支援改善検討会で「児童の最善の利益を最優先に考慮する」との基本を改めて確認
する報告書をまとめた。23区の各区に児童相談所が設置されることとなり、地域住民が理解を深め、子どもの権利を守る視点が
必要なことから、一時保護所のしくみ、現状と課題を知り、地域活動を進めるためのきっかけとするため、東京都の第三者委員で
ある古谷健太弁護士より寄稿していただいた。

社会全体として、虐待等を受けている児童を発見し、速
やかに警察や児童相談所へ報告する、その結果保護所へ
の入所がなされることになるが、これはいわば虐待等を発見
する流れが完成されているが故に生じるジレンマでもあり、
極端なことを言えば虐待等を見過ごすことが社会全体の流
れとなっていれば保護所の過剰収容は発生しない。しかし、
そういうわけにはいかないのはもちろんのことである。

違った方面から過剰収容について考えてみると、児童数
が多いのであれば職員の数を増やしたり、施設そのものを
拡張すればいいという解決方法もある。しかし、これも容
易ではない。
最近になって、区が設置した児童相談所が設置されるこ

とになったが、端的に言えば東京都の児童相談所が対応
することとなる児童が分散し、今まであった保護所の負担
が減るかのように思えるかもしれない。しかし、実際には
入所児童数当に大きな変化はないのが現実だ。
では、根本的な解決としてどうすべきかという話になる。

我々弁護士もそうであるが、弁護士が必要とされるのは世
の中に紛争があるからである。企業間であったり、夫婦間
であったり、犯罪が起こったり、人が亡くなって遺産で争っ
たり、といった具合である。
私は事件解決の際に依頼者から「また何かあったら」と

いう話をよくされるが、いつもこう答える。「弁護士なんて
関わることがないのが一番幸せですよ」と。つまり、根本
になる問題が発生しなければ弁護士の出番など存在しな
い。転職を考えなければならない事態であるが、世の中が
何の問題もなく動くのであれば、それは社会としては幸せ
なことである。
これを児童相談所の問題と並行して語ることが正しいかは

多少の不安はあるが、つまりはそもそも保護を必要とすべき
児童が減るという解決方法を取る以外に過剰収容という全て
の元凶ともいえる状況は解決しないのである。
では、社会としてどうこれに向き合っていくか、これも難

しい話である。虐待や育児放棄という場面に遭遇しても、

一般的にやれることとすれば通報することくらいであるた
め、結局今までと変わりはない。
ただし、児童相談所の一時保護所に入所している児

童の親の中には、我が子への対応について後悔をしてい
る者も少なくないし、もっと早い段階で適切な場所、適
切な相手に相談をしたり、頼れる親族や友人等がいれば、
児童相談所に関わる必要なく問題解決に至れる家庭も一
定数存在すると私は考えている。そういった家庭が増え
れば当然であるが一時保護所への入所は避けられるし、
収容児童の数も減少していくことになる。
また、一旦保護所に行くことになった児童の帰る場所を

確保することも重要である。それが叶わずに長期入所を余
儀なくされ、結果として保護所の人員を圧迫することとなる。
保護所に入所することとなった児童が家に戻る、すなわ

ち保護所を退所するためには児童と親の間を児童相談所
が取り持ち、家に戻しても大丈夫な環境を調整できるかど
うかにかかっている。時には親との同居も諦め、祖父母の
家に帰る等別の方法を取る児童もいるが、これも環境調整
の一つの手段である。
しかし、児童相談所に児童が保護されることに対し、納

得のいかない親は保護所との協議においても反発し、怒り
をぶつけたりもする。結果として環境調整も奏功せず、入
所期間が長引いてしまうことになる。

そこで、児童の退所に向けてどうすべきか、家庭として
どうしていくべきかを相談し、助言できるシステムを社会の
中に整えることも必要と考えられる。
５　終わりに
児童の権利擁護を果たすこと、それは児童相談所の一

時保護所に課せられた任務であるが、その前提として社会
内・家庭内での児童の権利が守られていないことから一時
保護所への入所というステップを踏んでしまうことになる。
この根本的な問題の解決策は通報があって初めて事態を
把握できる警察や児相ではなく、未然に地域として暮らす
人々が解決できれば、これに勝る素晴らしいものはないと
私は思っている。

出典「東京都児童相談所一時保護所支援改善検討会報告」

出典「東京都児童相談所一時保護所支援改善検討会報告」出典「東京都児童相談所一時保護所支援改善検討会報告」出典「東京都児童相談所一時保護所支援改善検討会報告」



⾃治体政策研究会「介護保険制度の20年を振り返る」
介護保険制度がはじまって20 年。ひと・まち社では介護保険制度のスタート前年からの 5 年間の「介護保険制度検証のための基礎調査」
を実施するなど、介護保険に関する調査を継続的に実施してきました。3⽉5⽇(⼟)の⾃治体政策研究会では、介護保険の20年を振り返っ
て、池⽥理事が介護保険の報告をすることになりました。次号では学習会の報告を予定しています。お問い合わせはひと・まち社まで。

編集後記：コロナ禍も2年を超えた。季節は忘れず巡ってきて、今年も梅の枝につぼみが膨らみ始めた。古来、季節を先取りすること
で風雅を歌い、愛でてきた。やがては日照時間を調整して正月に鶯を鳴かせるなど、人は自然を超えようとしてきた。しかし、コロナ
禍を通して自然の力の大きさを改めて感じるとともに、自然と調和して生きることの大切さを感じる。（M）
4

2021年度は引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大2021年度は引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大
で人との接触を極力減らす生活を強いられることになりましで人との接触を極力減らす生活を強いられることになりまし
たが、様 な々活動が自粛される中、オリンピックが開催され、たが、様 な々活動が自粛される中、オリンピックが開催され、
さらに現在は冬期オリンピックが開催されています。さらに現在は冬期オリンピックが開催されています。
コロナ禍でも事業活動を継続しなけコロナ禍でも事業活動を継続しなければならない福ればならない福

祉施設では、オンラインではなく対面で会いたいという家祉施設では、オンラインではなく対面で会いたいという家
族の希望に応え、直接顔を合わせて会話ができるよう感族の希望に応え、直接顔を合わせて会話ができるよう感
染症対策を徹底しながら工夫して実施しています。また、染症対策を徹底しながら工夫して実施しています。また、
ボランティアの受入れ自粛が続く事業所では職員が知恵をボランティアの受入れ自粛が続く事業所では職員が知恵を
しぼって利用者が楽しめる機会を作ったり、地域との関係しぼって利用者が楽しめる機会を作ったり、地域との関係
性を途切れさせないための働きかけをするなど、なんとか性を途切れさせないための働きかけをするなど、なんとか
withコロナの活動を模索しています。withコロナの活動を模索しています。
ひと・まち社では当初の不安とは反対に、過去最多の評ひと・まち社では当初の不安とは反対に、過去最多の評

価の依頼がありました。コロナ対策として事業所訪問の時価の依頼がありました。コロナ対策として事業所訪問の時

間をなるべく短時間にできるよう工夫し、感染症対応マニュ間をなるべく短時間にできるよう工夫し、感染症対応マニュ
アルを作成して感染防止に努めながら、それぞれの事業アルを作成して感染防止に努めながら、それぞれの事業
所がコロナと共存しながら事業活動を継続する活動を丁所がコロナと共存しながら事業活動を継続する活動を丁
寧に聞き取り、評価に反映させてきました。今年はさらに寧に聞き取り、評価に反映させてきました。今年はさらに
ひと・まち社の活動の根幹である調査活動についても再開ひと・まち社の活動の根幹である調査活動についても再開
できるよう準備を進めたいと考えています。できるよう準備を進めたいと考えています。
また、昨年は5年ごとの認定NPOの更新を行う年度でまた、昨年は5年ごとの認定NPOの更新を行う年度で

したが、無事に認定更新が認められました。大勢の皆様したが、無事に認定更新が認められました。大勢の皆様
からの寄付のご協力をいただき、毎年認定 NPOとしてのからの寄付のご協力をいただき、毎年認定 NPOとしての
要件を満たすことができたおかげと、改めて感謝申し上げ要件を満たすことができたおかげと、改めて感謝申し上げ
ます。ます。
来る3月22日、第21回総会を開催します。今年も来る3月22日、第21回総会を開催します。今年も

Zoom会議を併用しての開催を予定しています。皆様のごZoom会議を併用しての開催を予定しています。皆様のご
参加をお願い致します。参加をお願い致します。

認定NPO　市民シンクタンクひと・まち社第 21回総会
日時：2022 年 3月 22 日 ( 火 )14 時～ 15 時

会場：ASK ビル４階会議室
（Zoomでの参加をご希望の方は早めに連絡をお願いします

第 21 回総会を開催します

活 動 報 告

～サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）に暮らしてみたら～第２弾～サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）に暮らしてみたら～第２弾

＊おひとり様暮らしを続けるには・・・＊おひとり様暮らしを続けるには・・・

Aさんは 90 歳、とても上品で、かわいらしい人だ。Aさんは 90 歳、とても上品で、かわいらしい人だ。
同じ階に入居されたので、食堂に行くときエレベーター同じ階に入居されたので、食堂に行くときエレベーター
で一緒になる。「私、何階かしら？」「お姉さんたちも長で一緒になる。「私、何階かしら？」「お姉さんたちも長
期滞在？」慣れるまでということで、ここを紹介したとい期滞在？」慣れるまでということで、ここを紹介したとい
う友人夫妻が、朝夕の食堂に付き添って往復していたが、う友人夫妻が、朝夕の食堂に付き添って往復していたが、
一人になるとどうも混乱しているようだ。高齢になって環一人になるとどうも混乱しているようだ。高齢になって環
境が変わると認知症になったり進行したりすることが少境が変わると認知症になったり進行したりすることが少
なくないと聞いているが、ここは初めから認知症の人はなくないと聞いているが、ここは初めから認知症の人は
入居できないので、ここにきて一時的な混乱かなと思い入居できないので、ここにきて一時的な混乱かなと思い
ながら、皆でできるサポートをしていた。ながら、皆でできるサポートをしていた。
しばらくして、デイサービスに通うようになったが、だしばらくして、デイサービスに通うようになったが、だ

んだん食堂にも来なくなりデイの送迎の際に会うとかなんだん食堂にも来なくなりデイの送迎の際に会うとかな
り痩せて、調子がよくなさそう。更に朝晩、違うホームり痩せて、調子がよくなさそう。更に朝晩、違うホーム
ヘルパーが来るようになった。とても大きな声で話す元ヘルパーが来るようになった。とても大きな声で話す元
気なヘルパーさん。決まった時間内にご飯を終わらせな気なヘルパーさん。決まった時間内にご飯を終わらせな
いといけないのだろうがせかされている感じがする。おっいといけないのだろうがせかされている感じがする。おっ

とりした Aさんとの相性は？と、気になっていたが日ならとりした Aさんとの相性は？と、気になっていたが日なら
ず退居されてしまった。隣県の施設に入ったという。結局、ず退居されてしまった。隣県の施設に入ったという。結局、
外からのサービスを使いながらも自立して暮らせる、と外からのサービスを使いながらも自立して暮らせる、と
いう入居条件に当てはまらなくなったということだろう。いう入居条件に当てはまらなくなったということだろう。
この間半年もなかった。この間半年もなかった。
前回、私は、サ高住に介護サービス事業所がついて前回、私は、サ高住に介護サービス事業所がついて

いると、「囲い込みにつながるので、ない方がいい」と、いると、「囲い込みにつながるので、ない方がいい」と、
ここを選んだ理由の一つに挙げた。しかし、Aさんのケーここを選んだ理由の一つに挙げた。しかし、Aさんのケー
スでは、ここに事業所があれば、デイに通うのに便利だスでは、ここに事業所があれば、デイに通うのに便利だ
し、ヘルパー事業所があれば、彼女の性格や様子を間し、ヘルパー事業所があれば、彼女の性格や様子を間
近に見て、相性の良いヘルパーを、日替わりで変わるこ近に見て、相性の良いヘルパーを、日替わりで変わるこ
ともなく派遣してもらえたのではないか、そうすれば折ともなく派遣してもらえたのではないか、そうすれば折
角入ったところから短期間でまた動くこともなかったので角入ったところから短期間でまた動くこともなかったので
はないか、と思うようになった。はないか、と思うようになった。
社会的サービスを受けながらも自立して暮らし続ける社会的サービスを受けながらも自立して暮らし続ける

にはどこが・・・と考えた最近の話。にはどこが・・・と考えた最近の話。
ひと・まち社理事　木下伸子ひと・まち社理事　木下伸子

ひと・まち社より
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